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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平方向の周囲360度の画像を平面に展開した展開画像に対して、垂直方向および水平
方向にそれぞれ分割した複数の分割画像を生成する分割部であって、前記分割画像のうち
、前記展開画像の水平方向の一方の端部に配置された第１の分割画像を、前記一方の端部
と対向する他方の端部に配置された第２の分割画像に対して前記展開画像の外側にはみ出
る位置に配置して、前記第１の分割画像と前記第２の分割画像とを合成した端部画像を生
成する分割部と、
　前記端部画像が、前記第１の分割画像と前記第２の分割画像とを含むことを表す画像情
報を生成する設定部と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記展開画像は、全天球画像またはパノラマ画像である
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記分割画像は、符号化ストリームに対応した画像であり、
　前記設定部は、前記符号化ストリームのファイルを管理する管理ファイルに前記画像情
報、及び、前記分割画像の前記展開画像の画面上の位置を表す情報を含める
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
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　分割部と、
　設定部と
　を備えた
　情報処理装置の
　前記分割部は、水平方向の周囲360度の画像を平面に展開した展開画像に対して、垂直
方向および水平方向にそれぞれ分割した複数の分割画像を生成し、
　前記分割画像のうち、前記展開画像の水平方向の一方の端部に配置された第１の分割画
像を、前記一方の端部と対向する他方の端部に配置された第２の分割画像に対して前記展
開画像の外側にはみ出る位置に配置して、前記第１の分割画像と前記第２の分割画像とを
合成した端部画像を生成し、
　前記設定部は、前記端部画像が、前記第１の分割画像と前記第２の分割画像とを含むこ
とを表す画像情報を生成する
　情報処理方法。
【請求項５】
　水平方向の周囲360度の画像を平面に展開した展開画像に対して、垂直方向および水平
方向にそれぞれ分割された複数の分割画像であって、前記展開画像の水平方向の一方の端
部に配置された第１の分割画像が、前記一方の端部と対向する他方の端部に配置された第
２の分割画像に対して前記展開画像の外側にはみ出る位置に配置されて、前記第１の分割
画像と前記第２の分割画像とが合成された端部画像を含む前記分割画像に対して、
　前記分割画像の前記展開画像の画面上の位置を表した画像情報に基づいて前記分割画像
を前記画面上に配置する配置部
　を備える情報処理装置。
【請求項６】
　前記展開画像は、全天球画像またはパノラマ画像である
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記分割画像は、符号化ストリームに対応した画像であり、
　前記分割画像の前記画面上の位置は、前記符号化ストリームのファイルを管理する管理
ファイルに設定される
　ように構成された
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　配置部
　を備えた
　情報処理装置の
　前記配置部が、水平方向の周囲360度の画像を平面に展開した展開画像に対して、垂直
方向および水平方向にそれぞれ分割された複数の分割画像であって、前記展開画像の水平
方向の一方の端部に配置された第１の分割画像が、前記一方の端部と対向する他方の端部
に配置された第２の分割画像に対して前記展開画像の外側にはみ出る位置に配置されて、
前記第１の分割画像と前記第２の分割画像とが合成された端部画像を含む分割画像に対し
て、
　前記分割画像の前記展開画像の画面上の位置を表した画像情報に基づいて前記分割画像
を前記画面上に配置する
　情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置および情報処理方法に関し、特に、符号化ストリームに対応す
る、複数の分割画像からなる画像または分割画像の画面上の位置を確実に認識することが
できるようにした情報処理装置および情報処理方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
  近年、インターネット上のストリーミングサービスの主流がOTT－V（Over The Top Vid
eo）となっている。この基盤技術として普及し始めているのがMPEG－DASH（Moving Pictu
re Experts Group phase － Dynamic Adaptive Streaming over HTTP）である（例えば、
非特許文献１参照）。
【０００３】
　MPEG－DASHでは、配信サーバが１本の動画コンテンツ用にビットレートが異なる符号化
ストリームを用意し、再生端末が最適なビットレートの符号化ストリームを要求すること
により、適応型のストリーミング配信が実現される。
【０００４】
　また、MPEG-DASH SRD（Spatial Relationship Description） extensionでは、動画コ
ンテンツの画像を１以上の領域に分割して独立して符号化したときの各領域の画面上の位
置を示すSRDが定義されている（例えば、非特許文献２および３参照）。このSRDにより、
所望のビットレートの符号化ストリームを選択的に取得するbitrate adaptationの仕組み
を用いて、所望の領域の画像の符号化ストリームを選択的に取得するSpatial adaptation
であるROI(Region of Interest)機能を実現することができる。
【０００５】
　一方、動画コンテンツの画像としては、１つのカメラの画角の画像だけでなく、水平方
向の周囲360度および垂直方向の周囲180度の画像を２Ｄ画像（平面画像）にマッピングし
た全天球画像や、水平方向の周囲360度のパノラマ画像などがある。例えば、全天球画像
を水平方向に３以上の領域に分割して符号化する場合、水平方向の両端部の領域は連続し
た画像であるため、１つの画像として符号化することができる。
【０００６】
　しかしながら、両端部の領域の画面上の位置は不連続であるため、符号化対象の画面上
の位置は複数存在する。従って、MPEG－DASH において、SRDを用いて、両端部の領域の画
面上の位置を記述することはできない。即ち、SRDでは、符号化ストリームに対応する、
複数の分割画像からなる画像の画面上の位置を記述することはできない。
【０００７】
　また、SRDは、各領域の画面上の位置と、符号化ストリームに対応する画像上の位置と
が同一であるものとして記述される。従って、各領域の画面上の位置と、符号化ストリー
ムに対応する画像上の位置とが異なるものである場合、SRDを用いて各領域の画面上の位
置を記述することはできない。即ち、画像を構成する各分割画像の画面上の位置と、符号
化ストリームに対応する画像上の位置とが異なるものである場合、SRDでは、各分割画像
の画面上の位置を記述することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】MPEG－DASH(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)（URL:http://mpe
g.chiariglione.org/standards/mpeg－dash/media－presentation－description－and－s
egment－formats/text－isoiec－23009－12012－dam－1）
【非特許文献２】“Text of ISO/IEC 23009-1:2014 FDAM 2 Spatial Relationship Descr
iption, Generalized URL parameters and other extensions“ , N15217, MPEG111, Gen
eva , February 2015
【非特許文献３】“WD of ISO/IEC 23009-3 2nd edition AMD 1 DASH Implementation Gu
idelines”, N14629, MPEG109, Sapporo , July 2014
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、符号化ストリームに対応する、複数の分割画像からなる画像または分割画像の
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画面上の位置を確実に記述し、認識可能にすることが望まれている。
【００１０】
　本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、符号化ストリームに対応する
、複数の分割画像からなる画像または分割画像の画面上の位置を確実に認識することがで
きるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示の第１の側面の情報処理装置は、水平方向の周囲360度の画像を平面に展開した
展開画像に対して、垂直方向および水平方向にそれぞれ分割した複数の分割画像を生成す
る分割部であって、前記分割画像のうち、前記展開画像の水平方向の一方の端部に配置さ
れた第１の分割画像を、前記一方の端部と対向する他方の端部に配置された第２の分割画
像に対して前記展開画像の外側にはみ出る位置に配置して、前記第１の分割画像と前記第
２の分割画像とを合成した端部画像を生成する分割部と、前記端部画像が、前記第１の分
割画像と前記第２の分割画像とを含むことを表す画像情報を生成する設定部とを備える情
報処理装置である。
【００１２】
　本開示の第１の側面の情報処理方法は、本開示の第１の側面の情報処理装置に対応する
。
【００１３】
　本開示の第１の側面においては、水平方向の周囲360度の画像を平面に展開した展開画
像に対して、垂直方向および水平方向にそれぞれ分割した複数の分割画像が生成され、前
記分割画像のうち、前記展開画像の水平方向の一方の端部に配置された第１の分割画像を
、前記一方の端部と対向する他方の端部に配置された第２の分割画像に対して前記展開画
像の外側にはみ出る位置に配置して、前記第１の分割画像と前記第２の分割画像とを合成
した端部画像が生成され、前記端部画像が、前記第１の分割画像と前記第２の分割画像と
を含むことを表す画像情報が生成される。
【００１４】
　本開示の第２の側面の情報処理装置は、水平方向の周囲360度の画像を平面に展開した
展開画像に対して、垂直方向および水平方向にそれぞれ分割された複数の分割画像であっ
て、前記展開画像の水平方向の一方の端部に配置された第１の分割画像が、前記一方の端
部と対向する他方の端部に配置された第２の分割画像に対して前記展開画像の外側にはみ
出る位置に配置されて、前記第１の分割画像と前記第２の分割画像とが合成された端部画
像を含む前記分割画像に対して、前記分割画像の前記展開画像の画面上の位置を表した画
像情報に基づいて前記分割画像を前記画面上に配置する配置部を備える情報処理装置であ
る。
【００１５】
　本開示の第２の側面の情報処理方法は、本開示の第２の側面の情報処理装置に対応する
。
【００１６】
　本開示の第２の側面においては、水平方向の周囲360度の画像を平面に展開した展開画
像に対して、垂直方向および水平方向にそれぞれ分割された複数の分割画像であって、前
記展開画像の水平方向の一方の端部に配置された第１の分割画像が、前記一方の端部と対
向する他方の端部に配置された第２の分割画像に対して前記展開画像の外側にはみ出る位
置に配置されて、前記第１の分割画像と前記第２の分割画像とが合成された端部画像を含
む前記分割画像に対して、前記分割画像の前記展開画像の画面上の位置を表した画像情報
に基づいて前記分割画像が前記画面上に配置される。
【００２３】
　なお、第１及び第２の側面の情報処理装置は、コンピュータにプログラムを実行させる
ことにより実現することができる。
【００２４】
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　また、第１及び第２の側面の情報処理装置を実現するために、コンピュータに実行させ
るプログラムは、伝送媒体を介して伝送することにより、又は、記録媒体に記録して、提
供することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本開示の第１の側面によれば、情報を設定することができる。本開示の第１の側面によ
れば、符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像の画面上の位置を確実に
認識することができるように情報を設定することができる。
【００２６】
　また、本開示の第２の側面によれば、情報を取得することができる。本開示の第２の側
面によれば、符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像の画面上の位置を
確実に認識することができる。
【００２９】
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本開示を適用した情報処理システムの第１実施の形態の構成例を示すブロック図
である。
【図２】図１のファイル生成装置のうちの画像ファイル生成部の構成例を示すブロック図
である。
【図３】全天球画像の符号化ストリームを説明する図である。
【図４】第１実施の形態におけるSRDの定義の例を説明する図である。
【図５】第１実施の形態におけるSRDの定義の他の例を説明する図である。
【図６】MPDファイルに記述される端部画像のSRDを説明する図である。
【図７】SRDの定義の一例を説明する図である。
【図８】第１実施の形態におけるMPDファイルの例を示す図である。
【図９】図２の画像ファイル生成部の符号化処理を説明するフローチャートである。
【図１０】図１の動画再生端末が実現するストリーミング再生部の構成例を示すブロック
図である。
【図１１】図１０のストリーミング再生部の再生処理を説明するフローチャートである。
【図１２】本開示を適用した情報処理システムの第２実施の形態における端部画像の画像
ファイルのセグメント構造の例を示す図である。
【図１３】図１２のTile Region Group Entryの例を示す図である。
【図１４】第２実施の形態におけるMPDファイルの例を示す図である。
【図１５】トラック構造の例を示す図である。
【図１６】第２実施の形態におけるlevaボックスの他の例を示す図である。
【図１７】第２実施の形態におけるMPDファイルの他の例を示す図である。
【図１８】本開示を適用した情報処理システムの第３実施の形態の構成例を示すブロック
図である。
【図１９】図１８のファイル生成装置の構成例を示すブロック図である。
【図２０】モザイク画像の例を示す図である。
【図２１】第３実施の形態におけるsgpdボックスとlevaボックスの例を示す図である。
【図２２】第３実施の形態におけるMPDファイルの第１の例を示す図である。
【図２３】第３実施の形態におけるMPDファイルの第２の例を示す図である。
【図２４】サムネイル画像が配置された画面の例を示す図である。
【図２５】図１９のファイル生成装置のファイル生成処理を説明するフローチャートであ
る。
【図２６】図１８の動画再生端末が実現するストリーミング再生部の構成例を示すブロッ
ク図である。
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【図２７】図２６のストリーミング再生部による再生処理の概要を説明する図である。
【図２８】図２６のストリーミング再生部の再生処理を説明するフローチャートである。
【図２９】コンピュータのハードウエアの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本開示を実施するための形態（以下、実施の形態という）について説明する。な
お、説明は以下の順序で行う。
　１．第１実施の形態：情報処理システム（図１乃至図１１）
　２．第２実施の形態：情報処理システム（図１２乃至図１７）
　３．第３実施の形態：情報処理システム（図１８乃至図２８）
　４．第４実施の形態：コンピュータ（図２９）
【００３２】
　＜第１実施の形態＞
　（情報処理システムの第１実施の形態の構成例）
　図１は、本開示を適用した情報処理システムの第１実施の形態の構成例を示すブロック
図である。
【００３３】
　図１の情報処理システム１０は、ファイル生成装置１１と接続されるWebサーバ１２と
動画再生端末１４が、インターネット１３を介して接続されることにより構成される。
【００３４】
　情報処理システム１０では、MPEG－DASHに準ずる方式で、Webサーバ１２が、動画コン
テンツの画像としての全天球画像の符号化ストリームを、動画再生端末１４に配信する。
【００３５】
　本明細書では、全天球画像は、水平方向の周囲360度および垂直方向の周囲180度の画像
（以下、全方向画像という）を球の面にマッピングしたときの球の正距円筒図法による画
像であるものとするが、全方向画像を立方体（キューブ）の面にマッピングしたときの立
方体の展開図の画像であるようにしてもよい。
【００３６】
　情報処理システム１０のファイル生成装置１１（情報処理装置）は、低解像度の全天球
画像を符号化し、低解像度符号化ストリームを生成する。また、ファイル生成装置１１は
、高解像度の全天球画像を分割した各分割画像を独立に符号化し、各分割画像の高解像度
符号化ストリームを生成する。ファイル生成装置１１は、セグメントと呼ばれる数秒から
10秒程度の時間単位ごとに、低解像度符号化ストリームと高解像度符号化ストリームをフ
ァイル化し、画像ファイルを生成する。ファイル生成装置１１は、生成された画像ファイ
ルをWebサーバ１２にアップロードする。
【００３７】
　また、ファイル生成装置１１（設定部）は、画像ファイル等を管理するMPDファイル（
管理ファイル）を生成する。ファイル生成装置１１は、MPDファイルをWebサーバ１２にア
ップロードする。
【００３８】
　Webサーバ１２は、ファイル生成装置１１からアップロードされた画像ファイルとMPDフ
ァイルを格納する。Webサーバ１２は、動画再生端末１４からの要求に応じて、格納して
いる画像ファイル、MPDファイル等を動画再生端末１４に送信する。
【００３９】
　動画再生端末１４は、ストリーミングデータの制御用ソフトウエア（以下、制御用ソフ
トウエアという）２１、動画再生ソフトウエア２２、HTTP（HyperText Transfer Protoco
l）アクセス用のクライアント・ソフトウエア(以下、アクセス用ソフトウエアという)２
３などを実行する。
【００４０】
　制御用ソフトウエア２１は、Webサーバ１２からストリーミングするデータを制御する
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ソフトウエアである。具体的には、制御用ソフトウエア２１は、動画再生端末１４にWeb
サーバ１２からMPDファイルを取得させる。
【００４１】
　また、制御用ソフトウエア２１は、MPDファイルに基づいて、動画再生ソフトウエア２
２により指定される再生対象の符号化ストリームの送信要求を、アクセス用ソフトウエア
２３に指令する。
【００４２】
　動画再生ソフトウエア２２は、Webサーバ１２から取得された符号化ストリームを再生
するソフトウエアである。具体的には、動画再生ソフトウエア２２は、再生対象の符号化
ストリームを制御用ソフトウエア２１に指定する。また、動画再生ソフトウエア２２は、
アクセス用ソフトウエア２３から受信開始の通知を受信したとき、動画再生端末１４によ
り受信された符号化ストリームを復号する。動画再生ソフトウエア２２は、復号の結果得
られる画像データを必要に応じて合成し、出力する。
【００４３】
　アクセス用ソフトウエア２３は、HTTPを用いたインターネット１３を介したWebサーバ
１２との通信を制御するソフトウエアである。具体的には、アクセス用ソフトウエア２３
は、制御用ソフトウエア２１の指令に応じて、画像ファイルに含まれる再生対象の符号化
ストリームの送信要求を、動画再生端末１４に送信させる。また、アクセス用ソフトウエ
ア２３は、その送信要求に応じて、Webサーバ１２から送信されてくる符号化ストリーム
の受信を動画再生端末１４に開始させ、受信開始の通知を動画再生ソフトウエア２２に供
給する。
【００４４】
　（画像ファイル生成部の構成例）
　図２は、図１のファイル生成装置１１のうちの画像ファイルを生成する画像ファイル生
成部の構成例を示すブロック図である。
【００４５】
　図２の画像ファイル生成部１５０は、スティッチング処理部１５１、マッピング処理部
１５２、低解像度化部１５３、エンコーダ１５４、分割部１５５、エンコーダ１５６－１
乃至１５６－４、ストレージ１５７、および生成部１５８により構成される。
【００４６】
　スティッチング処理部１５１は、図示せぬマルチカメラから供給される全方向画像の色
や明るさを同一にし、重なりを除去して接続する。スティッチング処理部１５１は、その
結果得られる全方向画像をマッピング処理部１５２に供給する。
【００４７】
　マッピング処理部１５２は、スティッチング処理部１５１から供給される全方向画像を
球にマッピングすることにより、全天球画像を生成する。マッピング処理部１５２は、全
天球画像を低解像度化部１５３と分割部１５５に供給する。なお、スティッチング処理部
１５１とマッピング処理部１５２は、一体化されていてもよい。
【００４８】
　低解像度化部１５３は、マッピング処理部１５２から供給される全天球画像の水平方向
と垂直方向の解像度を半分にすることにより低解像度化し、低解像度の全天球画像を生成
する。低解像度化部１５３は、低解像度の全天球画像をエンコーダ１５４に供給する。
【００４９】
　エンコーダ１５４は、AVC（Advanced Video Coding）やHEVC（High Efficiency Video 
Coding）などの符号化方式で、低解像度化部１５３から供給される低解像度の全天球画像
を符号化し、低解像度符号化ストリームを生成する。エンコーダ１５４は、低解像度符号
化ストリームをストレージ１５７に供給し、記録させる。
【００５０】
　分割部１５５は、マッピング処理部１５２から供給される全天球画像を高解像度の全天
球画像として垂直方向に３分割し、中央の領域を中心が境界とならないように水平方向に
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３分割する。分割部１５５は、分割された５つの領域のうちの上側の領域と下側の領域を
、例えば水平方向の解像度が半分になるように低解像度化する。
【００５１】
　分割部１５５は、低解像度化された上側の領域である低解像度上画像をエンコーダ１５
６－１に供給し、低解像度化された下側の領域である低解像度下画像をエンコーダ１５６
－２に供給する。
【００５２】
　また、分割部１５５は、中央の領域のうちの右端部の領域の右端に、左端部の領域の左
端を合成し、端部画像を生成する。分割部１５５は、端部画像をエンコーダ１５６－３に
供給する。さらに、分割部１５５は、中央の領域のうちの中央部を中央部画像としてエン
コーダ１５６－４に供給する。
【００５３】
　エンコーダ１５６－１乃至１５６－４は、それぞれ、AVCやHEVCなどの符号化方式で、
分割部１５５から供給される、低解像度上画像、低解像度下画像、端部画像、中央部画像
を符号化する。エンコーダ１５６－１乃至１５６－４は、その結果生成される符号化スト
リームを高解像度ストリームとしてストレージ１５７に供給し、記録させる。
【００５４】
　ストレージ１５７は、エンコーダ１５４から供給される１本の低解像度符号化ストリー
ムと、エンコーダ１５６－１乃至１５６－４から供給される４本の高解像度符号化ストリ
ームとを記録する。
【００５５】
　生成部１５８は、ストレージ１５７に記録されている１本の低解像度符号化ストリーム
と４本の高解像度符号化ストリームを読み出し、符号化ストリームごとにセグメント単位
でファイル化する。生成部１５８は、その結果生成される画像ファイルを図１のWebサー
バ１２に伝送する。
【００５６】
　（全天球画像の符号化ストリームの説明）
　図３は、全天球画像の符号化ストリームを説明する図である。
【００５７】
　図３に示すように、全天球画像１７０の解像度が４ｋ（3840画素×2160画素）である場
合、図３のＡに示すように、低解像度の全天球画像１６１の水平方向の解像度は、全天球
画像の水平方向の解像度の半分である1920画素になる。また、低解像度の全天球画像１６
１の垂直方向の解像度は、全天球画像の垂直方向の解像度の半分である1080画素になる。
低解像度の全天球画像１６１はそのまま符号化され、１本の低解像度符号化ストリームが
生成される。
【００５８】
　また、図３のＢに示すように、全天球画像は、垂直方向に３分割され、中央の領域が、
中心Ｏが境界とならないように水平方向に３分割される。その結果、全天球画像１７０は
、上側の3840画素×540画素の領域である上画像１７１、下側の3840画素×540画素の領域
である下画像１７２、および中央の3840画素×1080画素の領域に分割される。また、中央
の3840画素×1080画素の領域は、左側の960画素×1080画素の領域である左端部画像１７
３－１、右側の960画素×1080画素の領域である右端部画像１７３－２、および中央の192
0画素×1080画素の領域である中央部画像１７４に分割される。
【００５９】
　上画像１７１と下画像１７２は、水平方向の解像度が半分にされ、低解像度上画像と低
解像度下画像が生成される。また、全天球画像は水平方向および垂直方向に３６０度広が
る画像であるので、対向する左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２は、実際には
連続する画像である。従って、右端部画像１７３－２の右端に左端部画像１７３－１の左
端が合成されて、端部画像が生成される。そして、低解像度上画像、低解像度下画像、端
部画像、および中央部画像１７４は、それぞれ、独立して符号化され、４本の高解像度符
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号化ストリームが生成される。
【００６０】
　なお、一般的に、標準の視線方向で視野の中心に位置する全天球画像１７０上の位置で
ある全天球画像１７０の正面が、全天球画像１７０の中心Ｏとなるように、全天球画像１
７０が生成される。
【００６１】
　また、AVCやHEVC等の時間方向の動き補償により情報圧縮を行う符号化方式では、被写
体が画面上を移動すると、圧縮歪みの出方が、ある程度の形状を保ったまま、フレーム間
で伝搬される。しかしながら、画面が分割され、分割画像が独立して符号化される場合、
動き補償が境界をまたいで行われないため、圧縮歪みは大きくなる傾向がある。その結果
、復号された分割画像の動画像では、分割画像の境界において圧縮歪みの出方が変化する
筋が発生する。この現象は、AVCのスライス間やHEVCのタイル間において発生することが
知られている。従って、復号された低解像度上画像、低解像度下画像、端部画像、および
中央部画像１７４の境界では画質の劣化が発生しやすい。
【００６２】
　従って、全天球画像１７０は、ユーザが見る可能性が高い全天球画像１７０の中心Ｏが
境界とならないように分割される。その結果、ユーザが見る可能性が高い中心Ｏにおいて
画質劣化が発生せず、復号後の全天球画像１７０の画質劣化が目立たない。
【００６３】
　また、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２は合成されて、符号化される。従
って、端部画像と中央部画像１７４の面積が同一である場合、所定の視点の全天球画像の
表示時に最大限必要な全天球画像の高解像度符号化ストリームは、視点によらず、低解像
度上画像と低解像度下画像のうちのいずれかと、端部画像と中央部画像１７４のうちのい
ずれかの２つの高解像度符号化ストリームになる。よって、動画再生端末１４で復号する
高解像度ストリームの数を、視点によらず同一にすることができる。
【００６４】
　（第１実施の形態におけるSRDの定義の説明）
　図４は、第１実施の形態におけるSRDの定義を説明する図である。
【００６５】
　SRDは、MPDファイルに記述可能な情報であり、動画コンテンツの画像を１以上の領域に
分割して独立して符号化したときの各領域の画面上の位置を示す情報である。
【００６６】
　具体的には、SRDは、<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2015" 
value=“source_id, object_x, object_y, object_width, object_height, total_width,
 total_height,spatial_set_id"/>である。
【００６７】
　「source_id」は、このSRDに対応する動画コンテンツのＩＤである。また、「object_x
」、「object_y」は、それぞれ、このSRDに対応する領域の左上の画面上の水平方向の座
標、垂直方向の座標である。「object_width」、「object_height」は、それぞれ、このS
RDに対応する領域の水平方向のサイズ、垂直方向のサイズである。さらに、「total_widt
h」、「total_height」は、それぞれ、このSRDに対応する領域が配置される画面の水平方
向のサイズ、垂直方向のサイズである。「spatial_set_id」は、このSRDに対応する領域
が配置される画面のＩＤである。
【００６８】
　図４に示すように、本実施の形態におけるSRDの定義では、動画コンテンツの画像がパ
ノラマ画像(panorama image)または全天球画像（celestial sphere dynamic）である場合
、「object_x」と「object_width」の和が、「total_width」を超えてもよい。また、「o
bject_y」と「object_height」の和は「total_height」を超えてもよい。
【００６９】
　なお、MPDファイルに、動画コンテンツの画像がパノラマ画像(panorama image)または
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全天球画像（celestial sphere dynamic）であることを示す情報が記述されるようにして
もよい。この場合、本実施の形態におけるSRDの定義は、図５に示すようになる。
【００７０】
　（端部画像のSRDの説明）
　図６は、MPDファイルに記述される端部画像のSRDを説明する図である。
【００７１】
　図４で説明したように、第１実施の形態におけるSRDでは、動画コンテンツの画像が全
天球画像である場合、「object_x」と「object_width」の和が「total_width」を超えて
もよい。
【００７２】
　従って、ファイル生成装置１１は、例えば、左端部画像１７３－１の画面１８０上の位
置を、右端部画像１７３－２の右側に設定する。これにより、図６に示すように、左端部
画像１７３－１の画面１８０上の位置は、画面１８０の外側にはみ出すが、端部画像１７
３を構成する右端部画像１７３－２と左端部画像１７３－１の画面１８０上の位置が連続
する。従って、ファイル生成装置１１は、端部画像１７３の画面１８０上の位置をSRDで
記述することができる。
【００７３】
　具体的には、ファイル生成装置１１は、端部画像１７３のSRDの「object_x」および「o
bject_y」として、それぞれ、右端部画像１７３－２の左上の画面１８０上の位置の水平
方向の座標、垂直方向の座標を記述する。また、ファイル生成装置１１は、端部画像１７
３のSRDの「object_width」および「object_height」として、それぞれ、端部画像１７３
の水平方向のサイズ、垂直方向のサイズを記述する。
【００７４】
　さらに、ファイル生成装置１１は、端部画像１７３のSRDの「total_width」および「to
tal_height」として、それぞれ、画面１８０の水平方向のサイズ、垂直方向のサイズを記
述する。以上のように、ファイル生成装置１１は、端部画像１７３の画面１８０上の位置
として、画面１８０の外側にはみ出る位置を設定する。
【００７５】
　これに対して、図７に示すように、SRDの定義において、「object_x」と「object_widt
h」の和が「total_width」以下となり、かつ、「object_y」と「object_height」の和が
「total_height」以下となるように制限されている場合、即ちSRDに対応する領域の画面
上の位置が、画面からはみ出ることが禁止されている場合、左端部画像１７３－１の画面
１８０上の位置を、右端部画像１７３－２の右側に設定することはできない。
【００７６】
　従って、端部画像１７３を構成する右端部画像１７３－２と左端部画像１７３－１の画
面１８０上の位置が連続せず、端部画像１７３の画面１８０上の位置として、右端部画像
１７３－２と左端部画像１７３－１の両方の画面１８０上の位置を記述する必要がある。
その結果、端部画像１７３の画面１８０上の位置をSRDで記述することはできない。
【００７７】
　（MPDファイルの例）
　図８は、図１のファイル生成装置１１により生成されるMPDファイルの例を示す図であ
る。
【００７８】
　図８に示すように、MPDファイルでは、符号化ストリームごとに「AdaptationSet」が記
述される。また、各「AdaptationSet」には、対応する領域のSRDが記述されるとともに、
「Representation」が記述される。「Representation」には、対応する符号化ストリーム
の画像ファイルのURL（Uniform Resource Locator）などの情報が記述される。
【００７９】
　具体的には、図８の１番目の「AdaptationSet」は、全天球画像１７０の低解像度の全
天球画像１６１の低解像度符号化ストリームの「AdaptationSet」である。従って、１番
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目の「AdaptationSet」には、低解像度の全天球画像１６１のSRDである<SupplementalPro
perty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,0,0,1920,1080,1920,1080,1"/
>が記述されている。また、１番目の「AdaptationSet」の「Representation」には、低解
像度符号化ストリームの画像ファイルのURL「stream1.mp4」が記述されている。
【００８０】
　図８の２番目の「AdaptationSet」は、全天球画像１７０の低解像度上画像の高解像度
符号化ストリームの「AdaptationSet」である。従って、２番目の「AdaptationSet」には
、低解像度上画像のSRDである<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:
2014" value=“1,0,0,3840,540,3840,2160,2"/>が記述されている。また、２番目の「Ada
ptationSet」の「Representation」には、低解像度上画像の高解像度符号化ストリームの
画像ファイルのURL「stream2.mp4」が記述されている。
【００８１】
　また、図８の３番目の「AdaptationSet」は、全天球画像１７０の中央部画像１７４の
高解像度符号化ストリームの「AdaptationSet」である。従って、３番目の「AdaptationS
et」には、中央部画像１７４のSRDである<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg
:dash:srd:2014" value=“1,960,540,1920,1080,3840,2160,2"/>が記述されている。また
、３番目の「AdaptationSet」の「Representation」には、中央部画像１７４の高解像度
符号化ストリームの画像ファイルのURL「stream3.mp4」が記述されている。
【００８２】
　図８の４番目の「AdaptationSet」は、全天球画像１７０の低解像度下画像の高解像度
符号化ストリームの「AdaptationSet」である。従って、４番目の「AdaptationSet」には
、低解像度下画像のSRDである<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:
2014" value=“1,0,1620,3840,540,3840,2160,2"/>が記述されている。また、４番目の「
AdaptationSet」の「Representation」には、低解像度下画像の高解像度符号化ストリー
ムの画像ファイルのURL「stream4.mp4」が記述されている。
【００８３】
　また、図８の５番目の「AdaptationSet」は、全天球画像１７０の端部画像１７３の高
解像度符号化ストリームの「AdaptationSet」である。従って、５番目の「AdaptationSet
」には、端部画像１７３のSRDである<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:das
h:srd:2014" value=“1,2880,540,1920,1080,3840,2160,2"/>が記述されている。また、
５番目の「AdaptationSet」の「Representation」には、端部画像１７３の高解像度符号
化ストリームの画像ファイルのURL「stream5.mp4」が記述されている。
【００８４】
　（画像ファイル生成部の処理の説明）
　図９は、図２の画像ファイル生成部１５０の符号化処理を説明するフローチャートであ
る。
【００８５】
　図９のステップＳ１１において、スティッチング処理部１５１は、図示せぬマルチカメ
ラから供給される全方向画像の色や明るさを同一にし、重なりを除去して接続する。ステ
ィッチング処理部１５１は、その結果得られる全方向画像をマッピング処理部１５２に供
給する。
【００８６】
　ステップＳ１２において、マッピング処理部１５２は、スティッチング処理部１５１か
ら供給される全方向画像から全天球画像１７０を生成し、低解像度化部１５３と分割部１
５５に供給する。
【００８７】
　ステップＳ１３において、低解像度化部１５３は、マッピング処理部１５２から供給さ
れる全天球画像１７０を低解像度化し、低解像度の全天球画像１６１を生成する。低解像
度化部１５３は、低解像度の全天球画像１６１をエンコーダ１５４に供給する。
【００８８】
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　ステップＳ１４において、エンコーダ１５４は、低解像度化部１５３から供給される低
解像度の全天球画像１６１を符号化し、低解像度符号化ストリームを生成する。エンコー
ダ１５４は、低解像度符号化ストリームをストレージ１５７に供給する。
【００８９】
　ステップＳ１５において、分割部１５５は、マッピング処理部１５２から供給される全
天球画像１７０を上画像１７１、下画像１７２、左端部画像１７３－１、右端部画像１７
３－２、および中央部画像１７４に分割する。分割部１５５は、中央部画像１７４をエン
コーダ１５６－４に供給する。
【００９０】
　ステップＳ１６において、分割部１５５は、上画像１７１と下画像１７２を水平方向の
解像度が半分になるように低解像度化する。分割部１５５は、その結果得られる低解像度
上画像をエンコーダ１５６－１に供給し、低解像度化された下側の領域である低解像度下
画像をエンコーダ１５６－２に供給する。
【００９１】
　ステップＳ１７において、分割部１５５は、右端部画像１７３－２の右端に左端部画像
１７３－１の左端を合成し、端部画像１７３を生成する。分割部１５５は、端部画像１７
３をエンコーダ１５６－３に供給する。
【００９２】
　ステップＳ１８において、エンコーダ１５６－１乃至１５６－４は、それぞれ、分割部
１５５から供給される、低解像度上画像、低解像度下画像、端部画像１７３、中央部画像
１７４を符号化する。エンコーダ１５６－１乃至１５６－４は、その結果生成される符号
化ストリームを高解像度ストリームとしてストレージ１５７に供給する。
【００９３】
　ステップＳ１９において、ストレージ１５７は、エンコーダ１５４から供給される１本
の低解像度符号化ストリームと、エンコーダ１５６－１乃至１５６－４から供給される４
本の高解像度符号化ストリームを記録する。
【００９４】
　ステップＳ２０において、生成部１５８は、ストレージ１５７に記録されている１本の
低解像度符号化ストリームと４本の高解像度符号化ストリームを読み出し、符号化ストリ
ームごとにセグメント単位でファイル化することにより画像ファイルを生成する。生成部
１５８は、画像ファイルを図１のWebサーバ１２に伝送し、処理を終了する。
【００９５】
　（動画再生端末の機能的構成例）
　図１０は、図１の動画再生端末１４が制御用ソフトウエア２１、動画再生ソフトウエア
２２、およびアクセス用ソフトウエア２３を実行することにより実現されるストリーミン
グ再生部の構成例を示すブロック図である。
【００９６】
　図１０のストリーミング再生部１９０は、MPD取得部１９１、MPD処理部１９２、画像フ
ァイル取得部１９３、デコーダ１９４－１乃至１９４－３、配置部１９５、描画部１９６
、および視線検出部１９７により構成される。
【００９７】
　ストリーミング再生部１９０のMPD取得部１９１は、Webサーバ１２からMPDファイルを
取得し、MPD処理部１９２に供給する。
【００９８】
　MPD処理部１９２は、視線検出部１９７から供給されるユーザの視線方向に基づいて、
上画像１７１、下画像１７２、端部画像１７３、および中央部画像１７４から、ユーザの
視野範囲に含まれる可能性のある２つを選択画像として選択する。具体的には、MPD処理
部１９２は、全天球画像１７０が球の面にマッピングされたときに、球の内部に存在する
ユーザが視線方向を見たときに視野範囲に含まれる可能性のある、上画像１７１と下画像
１７２のうちの１つと、端部画像１７３と中央部画像１７４のうちの１つとを、選択画像
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として選択する。
【００９９】
　MPD処理部１９２は、MPD取得部１９１から供給されるMPDファイルから、再生対象のセ
グメントの低解像度の全天球画像１６１と選択画像の画像ファイルのURL等の情報を抽出
し、画像ファイル取得部１９３に供給する。また、MPD処理部１９２は、MPDファイルから
、再生対象のセグメントの低解像度の全天球画像１６１と選択画像のSRDを抽出し、配置
部１９５に供給する。
【０１００】
　画像ファイル取得部１９３は、MPD処理部１９２から供給されるURLで特定される画像フ
ァイルの符号化ストリームをWebサーバ１２に要求し、取得する。画像ファイル取得部１
９３は、取得された低解像度符号化ストリームをデコーダ１９４－１に供給する。また、
画像ファイル取得部１９３は、選択画像のうちの一方の高解像度符号化ストリームをデコ
ーダ１９４－２に供給し、他方の高解像度符号化ストリームをデコーダ１９４－３に供給
する。
【０１０１】
　デコーダ１９４－１は、AVCやHEVCなどの符号化方式に対応する方式で、画像ファイル
取得部１９３から供給される低解像度符号化ストリームを復号し、復号の結果得られる低
解像度の全天球画像１６１を配置部１９５に供給する。
【０１０２】
　また、デコーダ１９４－２とデコーダ１９４－３は、それぞれ、AVCやHEVCなどの符号
化方式に対応する方式で、画像ファイル取得部１９３から供給される選択画像の高解像度
符号化ストリームを復号する。そして、デコーダ１９４－２とデコーダ１９４－３は、復
号の結果得られる選択画像を配置部１９５に供給する。
【０１０３】
　配置部１９５は、MPD処理部１９２から供給されるSRDに基づいて、デコーダ１９４－１
から供給される低解像度の全天球画像１６１を画面上に配置する。その後、配置部１９５
は、SRDに基づいて、低解像度の全天球画像１６１が配置された画面上に、デコーダ１９
４－２および１９４－３から供給される選択画像を重畳する。
【０１０４】
　具体的には、SRDが示す低解像度の全天球画像１６１が配置される画面の水平方向およ
び垂直方向のサイズは、選択画像が配置される画面の水平方向および垂直方向のサイズの
1/2である。従って、配置部１９５は、低解像度の全天球画像１６１が配置された画面の
水平方向およち垂直方向のサイズを２倍にし、選択画像を重畳する。配置部１９５は、選
択画像が重畳された画面を球にマッピングし、その結果得られる球画像を描画部１９６に
供給する。
【０１０５】
　描画部１９６は、配置部１９５から供給される球画像を、視線検出部１９７から供給さ
れるユーザの視野範囲に投射投影することにより、ユーザの視野範囲の画像を生成する。
描画部１９６は、生成された画像を表示画像として、図示せぬ表示装置に表示させる。
【０１０６】
　視線検出部１９７は、ユーザの視線方向を検出する。ユーザの視線方向の検出方法とし
ては、例えば、ユーザに装着させた機器の傾きなどに基づいて検出する方法がある。視線
検出部１９７は、ユーザの視線方向をMPD処理部１９２に供給する。
【０１０７】
　また、視線検出部１９７は、ユーザの位置を検出する。ユーザの位置の検出方法として
は、例えば、ユーザに装着させた機器に付加されたマーカなどの撮影画像に基づいて検出
する方法がある。視線検出部１９７は、検出されたユーザの位置と視線ベクトルに基づい
て、ユーザの視野範囲を決定し、描画部１９６に供給する。
【０１０８】
　（動画再生端末の処理の説明）
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　図１１は、図１０のストリーミング再生部１９０の再生処理を説明するフローチャート
である。
【０１０９】
　図１１のステップＳ４１において、ストリーミング再生部１９０のMPD取得部１９１は
、Webサーバ１２からMPDファイルを取得し、MPD処理部１９２に供給する。
【０１１０】
　ステップＳ４２において、MPD処理部１９２は、視線検出部１９７から供給されるユー
ザの視線方向に基づいて、上画像１７１、下画像１７２、端部画像１７３、および中央部
画像１７４から、ユーザの視野範囲に含まれる可能性のある２つを選択画像として選択す
る。
【０１１１】
　ステップＳ４３において、MPD処理部１９２は、MPD取得部１９１から供給されるMPDフ
ァイルから、再生対象のセグメントの低解像度の全天球画像１６１と選択画像の画像ファ
イルのURL等の情報を抽出し、画像ファイル取得部１９３に供給する。
【０１１２】
　ステップＳ４４において、MPD処理部１９２は、MPDファイルから、再生対象のセグメン
トの低解像度の全天球画像１６１と選択画像のSRDを抽出し、配置部１９５に供給する。
【０１１３】
　ステップＳ４５において、画像ファイル取得部１９３は、MPD処理部１９２から供給さ
れるURLに基づいて、そのURLで特定される画像ファイルの符号化ストリームを、Webサー
バ１２に要求し、取得する。画像ファイル取得部１９３は、取得された低解像度符号化ス
トリームをデコーダ１９４－１に供給する。また、画像ファイル取得部１９３は、選択画
像のうちの一方の高解像度符号化ストリームをデコーダ１９４－２に供給し、他方の高解
像度符号化ストリームをデコーダ１９４－３に供給する。
【０１１４】
　ステップＳ４６において、デコーダ１９４－１は、画像ファイル取得部１９３から供給
される低解像度符号化ストリームを復号し、復号の結果得られる低解像度の全天球画像１
６１を配置部１９５に供給する。
【０１１５】
　ステップＳ４７において、デコーダ１９４－２とデコーダ１９４－３は、それぞれ、画
像ファイル取得部１９３から供給される選択画像の高解像度符号化ストリームを復号する
。そして、デコーダ１９４－２とデコーダ１９４－３は、復号の結果得られる選択画像を
配置部１９５に供給する。
【０１１６】
　ステップＳ４８において、配置部１９５は、MPD処理部１９２から供給されるSRDに基づ
いて、デコーダ１９４－１から供給される低解像度の全天球画像１６１を画面上に配置し
、その後、デコーダ１９４－２および１９４－３から供給される選択画像を重畳する。配
置部１９５は、選択画像が重畳された画面を球にマッピングし、その結果得られる球画像
を描画部１９６に供給する。
【０１１７】
　ステップＳ４９において、描画部１９６は、配置部１９５から供給される球画像を、視
線検出部１９７から供給されるユーザの視野範囲に投射投影することにより、表示画像を
生成する。描画部１９６は、生成された画像を表示画像として、図示せぬ表示装置に表示
させ、処理を終了する。
【０１１８】
　＜第２実施の形態＞
　（端部画像の画像ファイルのセグメント構造の例）
　本開示を適用した情報処理システムの第２実施の形態は、端部画像１７３の符号化スト
リームのうちの、左端部画像１７３－１の符号化ストリームと右端部画像１７３－２の符
号化ストリームに対して異なるlevel（詳細は後述する）を設定する。これにより、SRDの
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定義が図７の定義である場合に、SRDを用いて、左端部画像１７３－１と右端部画像１７
３－２の画面１８０上の位置を記述可能にする。
【０１１９】
　具体的には、本開示を適用した情報処理システムの第２実施の形態は、ファイル生成装
置１１で生成される端部画像１７３の画像ファイルのセグメント構造とMPDファイルを除
いて、第１実施の形態と同様である。従って、以下では、端部画像１７３の画像ファイル
のセグメント構造とMPDファイルについてのみ説明する。
【０１２０】
　図１２は、本開示を適用した情報処理システムの第２実施の形態における端部画像１７
３の画像ファイルのセグメント構造の例を示す図である。
【０１２１】
　図１２に示すように、端部画像１７３の画像ファイルでは、Initial segmentが、ftyp
ボックスとmoovボックスにより構成される。moovボックスには、stblボックスとmvexボッ
クスが配置される。
【０１２２】
　stblボックスには、端部画像１７３を構成する左端部画像１７３－１の端部画像１７３
上の位置を示すTile Region Group Entryと、右端部画像１７３－２の端部画像１７３上
の位置を示すTile Region Group Entryとが順に記述されるsgpdボックスなどが配置され
る。Tile Region Group Entryは、HEVC File FormatのHEVC Tile Trackで規格化されてい
る。
【０１２３】
　mvexボックスには、先頭のTile Region Group Entryに対応する左端部画像１７３－１
に対するlevelとして１を設定し、２番目のTile Region Group Entryに対応する右端部画
像１７３－２に対するlevelとして２を設定するlevaボックスなどが配置される。
【０１２４】
　levaボックスは、先頭のTile Region Group Entryに対応するlevelの情報、２番目のTi
le Region Group Entryに対応するlevelの情報を順に記述することにより、左端部画像１
７３－１に対するlevelとして１を設定し、右端部画像１７３－２に対するlevelとして２
を設定する。levelは、MPDファイルから、符号化ストリームの一部を指定するときにイン
デックスとして機能するものである。
【０１２５】
　levaボックスには、各levelの情報として、levelの設定対象が、複数のトラックに配置
される符号化ストリームであるかどうかを示すassignment_typeが記述される。図１２の
例では、端部画像１７３の符号化ストリームは１つのトラックに配置される。従って、as
signment_typeは、levelの設定対象が、複数のトラックに配置される符号化ストリームで
はないことを表す０である。
【０１２６】
　また、levaボックスには、各levelの情報として、そのlevelに対応するTile Region Gr
oup Entryのタイプが記述される。図１２の例では、各levelの情報として、sgpdボックス
に記述されるTile Region Group Entryのタイプである「trif」が記述される。levaボッ
クスの詳細は、例えば、ISO/IEC 14496-12 ISO base media file format 4th edition, J
uly 2012に記述されている。
【０１２７】
　また、media segmentは、sidxボックス、ssixボックス、およびmoofとmdatのペアから
なる１以上のsubsegmentにより構成される。sidxボックスには、各subsegmentの画像ファ
イル内の位置を示す位置情報が配置される。ssixボックスには、mdatボックスに配置され
る各レベルの符号化ストリームの位置情報が含まれる。
【０１２８】
　subsegmentは、任意の時間長ごとに設けられる。mdatボックスには、符号化ストリーム
が任意の時間長分だけまとめて配置され、moofボックスには、その符号化ストリームの管
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理情報が配置される。
【０１２９】
　（Tile Region Group Entryの例）
　図１３は、図１２のTile Region Group Entryの例を示す図である。
【０１３０】
　Tile Region Group Entryは、このTile Region Group EntryのＩＤ、対応する領域の左
上の符号化ストリームに対応する画像上の水平方向および垂直方向の座標、並びに符号化
ストリームに対応する画像の水平方向および垂直方向のサイズを順に記述したものである
。
【０１３１】
　端部画像１７３は、図１３に示すように、960画素×1080画素の右端部画像１７３－２
の右端に、960画素×1080画素の左端部画像１７３－１の左端が合成されたものである。
従って、左端部画像１７３－１のTile Region Group Entryは、（1,960,0,960,1080）に
なり、右端部画像１７３－２のTile Region Group Entryは、（2,0,0,960,1080）になる
。
【０１３２】
　（MPDファイルの例）
　図１４は、MPDファイルの例を示す図である。
【０１３３】
　図１４のMPDファイルは、端部画像１７３の高解像度符号化ストリームの「AdaptationS
et」である５番目の「AdaptationSet」を除いて、図８のMPDファイルと同一である。従っ
て、５番目の「AdaptationSet」についてのみ説明する。
【０１３４】
　図１４の５番目の「AdaptationSet」には、端部画像１７３のSRDが記述されず、「Repr
esentation」が記述される。この「Representation」には、端部画像１７３の高解像度符
号化ストリームの画像ファイルのURL「stream5.mp4」が記述される。また、端部画像１７
３の符号化ストリームにはlevelが設定されるので、「Representation」には、levelごと
に「SubRepresentation」が記述可能になっている。
【０１３５】
　従って、level「１」の「SubRepresentation」には、左端部画像１７３－１のSRDであ
る<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,2880,540,
960,1080,3840,2160,2"/>が記述される。これにより、左端部画像１７３－１のSRDが、le
vel「１」に対応するTile Region Group Entryが示す左端部画像１７３－１の端部画像１
７３上の位置と対応付けて設定される。
【０１３６】
　また、level「２」の「SubRepresentation」には、右端部画像１７３－２のSRDである<
SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,0,540,960,10
80,3840,2160,2"/>が記述される。これにより、右端部画像１７３－２のSRDが、level「
２」に対応するTile Region Group Entryが示す右端部画像１７３－２の端部画像１７３
上の位置と対応付けて設定される。
【０１３７】
　以上のように、第２実施の形態では、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２に
対して異なるlevelが設定される。従って、符号化ストリームに対応する端部画像１７３
を構成する左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２のそれぞれの画面１８０上の位
置をSRDで記述することができる。
【０１３８】
　ストリーミング再生部１９０は、MPDファイルに設定されたlevel「１」のSRDに基づい
て、復号された端部画像１７３のうちの、level「１」に対応するTile Region Group Ent
ryが示す位置の左端部画像１７３－１を画面１８０上に配置する。また、ストリーミング
再生部１９０は、MPDファイルに設定されたlevel「２」のSRDに基づいて、復号された端
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部画像１７３のうちの、level「２」に対応するTile Region Group Entryが示す位置の右
端部画像１７３－２を画面１８０上に配置する。
【０１３９】
　なお、第３実施の形態では、端部画像１７３の符号化ストリームは、１つのトラックに
配置されたが、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２がHEVC方式で異なるタイル
として符号化される場合には、それぞれのスライスデータが異なるトラックに配置されて
もよい。
【０１４０】
　（トラック構造の例）
　図１５は、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２のスライスデータが異なるト
ラックに配置される場合のトラック構造の例を示す図である。
【０１４１】
　左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２のスライスデータが異なるトラックに配
置される場合、図１５に示すように、端部画像１７３の画像ファイルには、３つのトラッ
クが配置される。
【０１４２】
　各トラックのtrackボックスには、Track Referenceが配置される。Track Referenceは
、対応するトラックの他のトラックとの参照関係を表す。具体的には、Track Reference
は、参照関係にある他のトラックのトラックに固有のＩＤ（以下、トラックＩＤという）
を表す。また、各トラックのサンプルは、サンプルエントリ（Sample Entry）により管理
される。
【０１４３】
　トラックＩＤが１であるトラックは、端部画像１７３の符号化ストリームのうちのスラ
イスデータを含まないベーストラックである。具体的には、ベーストラックのサンプルと
しては、端部画像１７３の符号化ストリームのうちのVPS(Video Parameter Set)、SPS（S
equence Parameter Set）、SEI（Supplemental Enhancement Information）、PPS（Pictu
re Parameter Set）などのパラメータセットが配置される。また、ベーストラックのサン
プルとしては、ベーストラック以外のトラックのサンプル単位のextractorがサブサンプ
ルとして配置される。extractorは、extractorの種別、対応するトラックのサンプルのフ
ァイル内の位置とサイズを表す情報などにより構成される。
【０１４４】
　トラックＩＤが２であるトラックは、端部画像１７３の符号化ストリームのうちの左端
部画像１７３－１のスライスデータをサンプルとして含むトラックである。トラックＩＤ
が３であるトラックは、端部画像１７３の符号化ストリームのうちの右端部画像１７３－
２のスライスデータをサンプルとして含むトラックである。
【０１４５】
　（levaボックスの例）
　左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２のスライスデータが異なるトラックに配
置される場合の端部画像１７３の画像ファイルのセグメント構造は、levaボックスを除い
て、図１２のセグメント構造と同一である。従って、以下では、levaボックスについての
み説明する。
【０１４６】
　図１６は、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２のスライスデータが異なるト
ラックに配置される場合の端部画像１７３の画像ファイルのlevaボックスの例を示す図で
ある。
【０１４７】
　図１６に示すように、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２のスライスデータ
が異なるトラックに配置される場合の端部画像１７３の画像ファイルのlevaボックスは、
トラックＩＤ「１」乃至「３」の各トラックに対して順にlevel「１」乃至「３」を設定
する。
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【０１４８】
　図１６のlevaボックスは、各levelの情報として、そのlevelが設定される端部画像１７
３内の領域のスライスデータを含むトラックのトラックＩＤを記述する。図１６の例では
、level「１」、「２」、「３」の情報として、それぞれ、トラックＩＤ「１」、「２」
、「３」が記述される。
【０１４９】
　また、図１６の場合、levelの設定対象である端部画像１７３の符号化ストリームのス
ライスデータが、複数のトラックに配置される。従って、各levelのlevel情報に含まれる
assignment_typeは、levelの設定対象が、複数のトラックに配置される符号化ストリーム
であることを表す２または３である。
【０１５０】
　さらに、図１６の場合、level「１」に対応するTile Region Group Entryは存在しない
。従って、level「１」の情報に含まれるTile Region Group Entryのタイプは、Tile Reg
ion Group Entryが存在しないことを表すgrouping_type「０」である。一方、level「２
」および「３」に対応するTile Region Group Entryは、sgpdボックスに含まれるTile Re
gion Group Entryである。従って、level「２」および「３」の情報に含まれるTile Regi
on Group Entryのタイプは、sgpdボックスに含まれるTile Region Group Entryのタイプ
である「trif」である。
【０１５１】
　（MPDファイルの他の例）
　図１７は、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２のスライスデータが異なるト
ラックに配置される場合のMPDファイルの例を示す図である。
【０１５２】
　図１７のMPDファイルは、５番目の「AdaptationSet」の各「SubRepresentation」のele
mentを除いて、図１４のMPDファイルと同一である。
【０１５３】
　具体的には、図１７のMPDファイルでは、５番目の「AdaptationSet」の１つ目の「SubR
epresentation」がlevel「２」の「SubRepresentation」である。従って、「SubRepresen
tation」の要素として、level「２」が記述される。
【０１５４】
　また、level「２」に対応するトラックＩＤ「２」のトラックは、トラックＩＤ「１」
のベーストラックと依存関係がある。従って、「SubRepresentation」の要素として記述
される、依存関係のあるトラックに対応するlevelを表すdependencyLevelが「１」に設定
する。
【０１５５】
　さらに、level「２」に対応するトラックＩＤ「２」のトラックは、HEVC Tile Trackで
ある。従って、「SubRepresentation」の要素として記述される、符号化の種類を表すcod
ecsが、HEVC Tile Trackを表す「hvt1.1.2.H93.B0」に設定される。
【０１５６】
　また、図１７のMPDファイルでは、５番目の「AdaptationSet」の２つ目の「SubReprese
ntation」がlevel「３」の「SubRepresentation」である。従って、「SubRepresentation
」の要素として、level「３」が記述される。
【０１５７】
　また、level「３」に対応するトラックＩＤ「３」のトラックは、トラックＩＤ「１」
のベーストラックと依存関係がある。従って、「SubRepresentation」の要素として記述
されるdependencyLevelが「１」に設定される。
【０１５８】
　さらに、level「３」に対応するトラックＩＤ「３」のトラックは、HEVC Tile Trackで
ある。従って、「SubRepresentation」の要素として記述されるcodecsが「hvt1.1.2.H93.
B0」に設定される。
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【０１５９】
　上述したように、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２が異なるタイルとして
符号化される場合、図１０のデコーダ１９４－２またはデコーダ１９４－３は、左端部画
像１７３－１と右端部画像１７３－２を独立して復号することができる。また、左端部画
像１７３－１と右端部画像１７３－２のスライスデータが異なるトラックに配置される場
合、左端部画像１７３－１と右端部画像１７３－２のスライスデータのいずれか一方のみ
を取得することができる。従って、MPD処理部１９２は、左端部画像１７３－１と右端部
画像１７３－２のうちの一方のみを選択画像として選択することができる。
【０１６０】
　なお、上述した説明では、異なるタイルとして符号化された左端部画像１７３－１と右
端部画像１７３－２のスライスデータが異なるトラックに配置されるようにしたが、１つ
のトラックに配置されるようにしてもよい。
【０１６１】
　また、第１および第３実施の形態では、動画コンテンツの画像が全天球画像であるよう
にしたが、パノラマ画像であってもよい。
【０１６２】
　＜第３実施の形態＞
　（情報処理システムの第３実施の形態の構成例）
　図１８は、本開示を適用した情報処理システムの第３実施の形態の構成例を示すブロッ
ク図である。
【０１６３】
　図１８に示す構成のうち、図１の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する
説明については適宜省略する。
【０１６４】
　図１８の情報処理システム２１０の構成は、ファイル生成装置１１の代わりに、ファイ
ル生成装置２１１が設けられる点が、図１の情報処理システム１０の構成と異なる。
【０１６５】
　情報処理システム２１０では、MPEG－DASHに準ずる方式で、Webサーバ１２が、動画コ
ンテンツの画像としてのモザイク画像の符号化ストリームを、動画再生端末１４に配信す
る。モザイク画像とは、複数の放送番組などの動画のサムネイル画像から構成される画像
である。
【０１６６】
　情報処理システム２１０のファイル生成装置２１１は、複数の符号化速度（ビットレー
ト）でモザイク画像を符号化し、符号化ストリームを生成する。ファイル生成装置２１１
は、セグメントと呼ばれる数秒から10秒程度の時間単位ごとに、各符号化速度の符号化ス
トリームをファイル化し、画像ファイルを生成する。ファイル生成装置２１１は、生成さ
れた画像ファイルをWebサーバ１２にアップロードする。
【０１６７】
　また、ファイル生成装置２１１（設定部）は、画像ファイル等を管理するMPDファイル
（管理ファイル）を生成する。ファイル生成装置２１１は、MPDファイルをWebサーバ１２
にアップロードする。
【０１６８】
　（ファイル生成装置の構成例）
　図１９は、図１８のファイル生成装置２１１の構成例を示すブロック図である。
【０１６９】
　図１９のファイル生成装置２１１は、符号化処理部２３１、画像ファイル生成部２３２
、MPD生成部２３３、およびサーバアップロード処理部２３４により構成される。
【０１７０】
　ファイル生成装置２１１の符号化処理部２３１は、動画コンテンツの画像としてのモザ
イク画像を、複数の符号化速度で符号化し、符号化ストリームを生成する。符号化処理部
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２３１は、各符号化速度の符号化ストリームを画像ファイル生成部２３２に供給する。
【０１７１】
　画像ファイル生成部２３２は、符号化処理部２３１から供給される各符号化速度の符号
化ストリームを、セグメントごとにファイル化し、画像ファイルを生成する。画像ファイ
ル生成部２３２は、生成された画像ファイルをMPD生成部２３３に供給する。
【０１７２】
　MPD生成部２３３は、画像ファイル生成部２３２から供給される画像ファイルを格納す
るWebサーバ１２のURL等を決定する。そして、MPD生成部２３３は、画像ファイルのURL等
を含むMPDファイルを生成する。MPD生成部２３３は、生成されたMPDファイルと画像ファ
イルをサーバアップロード処理部２３４に供給する。
【０１７３】
　サーバアップロード処理部２３４は、MPD生成部２３３から供給される画像ファイルとM
PDファイルを、図１８のWebサーバ１２にアップロードする。
【０１７４】
　（モザイク画像の例）
　図２０は、モザイク画像の例を示す図である。
【０１７５】
　図２０の例では、モザイク画像２５０は、左上のサムネイル画像２５１、右上のサムネ
イル画像２５２、左下のサムネイル画像２５２、および右下のサムネイル画像２５４によ
り構成される。モザイク画像２５０の解像度は、２ｋ（1920画素×1080画素）であり、サ
ムネイル画像２５１乃至２５４の解像度は、全て、960画素×540画素である。
【０１７６】
　（sgpdボックスとlevaボックスの例）
　ファイル生成装置２１１により生成される図２０のモザイク画像２５０の画像ファイル
のセグメント構造は、sgpdボックスとlevaボックスを除いて、図１２のセグメント構造と
同一である。従って、以下では、sgpdボックスとlevaボックスについてのみ説明する。
【０１７７】
　図２１は、図２０のモザイク画像２５０の画像ファイルのsgpdボックスとlevaボックス
の例を示す図である。
【０１７８】
　モザイク画像２５０は、４つのサムネイル画像２５１乃至２５４により構成されるので
、図２１に示すように、モザイク画像２５０の画像ファイルのsgpdボックスには、４つの
Tile Region Group Entryが記述される。
【０１７９】
　図２１の例では、先頭のTile Region Group Entryは、サムネイル画像２５１に対応し
、(1,0,0,960,540)である。２番目のTile Region Group Entryは、サムネイル画像２５２
に対応し、(2,960,0,960,540)である。３番目のTile Region Group Entryは、サムネイル
画像２５３に対応し、(3,0,540,960,540)である。４番目のTile Region Group Entryは、
サムネイル画像２５４に対応し、(4,960,540,960,540)である。
【０１８０】
　また、levaボックスは、各Tile Region Group Entryに対応するlevelの情報を、先頭の
Tile Region Group Entryに対応するlevelの情報から順に記述する。これにより、サムネ
イル画像２５１に対するlevelが１に設定され、サムネイル画像２５２に対するlevelが２
に設定され、サムネイル画像２５３に対するlevelが３に設定され、サムネイル画像２５
４に対するlevelが４に設定される。
【０１８１】
　各levelの情報として記述されるassignment_typeは０に設定され、Tile Region Group 
Entryのタイプは、sgpdボックスに記述されるTile Region Group Entryのタイプである「
trif」に設定される。
【０１８２】
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　（MPDファイルの第１の例）
　図２２は、図１８のファイル生成装置２１１により生成される、モザイク画像２５０の
画像ファイルに対応するMPDファイルの第１の例を示す図である。
【０１８３】
　図２２に示すように、MPDファイルでは、符号化ストリームごとに「AdaptationSet」が
記述される。また、「AdaptationSet」には「Representation」が記述され、「Represent
ation」には、モザイク画像２５０の符号化ストリームの画像ファイルのURL「stream.mp4
」が記述される。また、モザイク画像２５０の符号化ストリームにはlevelが設定される
ので、「Representation」には、levelごとに「SubRepresentation」が記述可能になって
いる。
【０１８４】
　従って、level「１」の「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５１のSRDであ
る<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,0,0,960,5
40,1920,1080"/>が記述される。これにより、サムネイル画像２５１のSRDが、level「１
」に対応するTile Region Group Entryが示すサムネイル画像２５１のモザイク画像２５
０上の位置と対応付けて設定される。
【０１８５】
　また、level「２」の「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５２のSRDである<
SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,960,0,960,54
0,1920,1080"/>が記述される。これにより、サムネイル画像２５２のSRDが、level「２」
に対応するTile Region Group Entryが示すサムネイル画像２５２のモザイク画像２５０
上の位置と対応付けて設定される。
【０１８６】
　さらに、level「３」の「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５３のSRDであ
る<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,0,540,960
,540,1920,1080"/>が記述される。これにより、サムネイル画像２５３のSRDが、level「
３」に対応するTile Region Group Entryが示すサムネイル画像２５３のモザイク画像２
５０上の位置と対応付けて設定される。
【０１８７】
　また、level「４」の「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５４のSRDである<
SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,960,540,960,
540,1920,1080"/>が記述される。これにより、サムネイル画像２５４のSRDが、level「４
」に対応するTile Region Group Entryが示すサムネイル画像２５４のモザイク画像２５
０上の位置と対応付けて設定される。
【０１８８】
　以上のように、図２２のMPDファイルでは、Tile Region Group Entryが示すモザイク画
像２５０の水平方向および垂直方向のサイズと、SRDが示す画面の水平方向および垂直方
向のサイズが同一である。また、各levelに対応するTile Region Group Entryが示すモザ
イク画像２５０上の水平方向および垂直方向の座標と、そのlevelに対応するSRDが示す画
面上の水平方向および垂直方向の位置が同一である。従って、図２２のMPDファイルが生
成される場合、SRDに基づいて復号されたサムネイル画像２５１乃至２５４が配置された
画面は、モザイク画像２５０と同一になる。
【０１８９】
　また、各levelの「SubRepresentation」には、そのlevelのサムネイル画像２５１乃至
２５４に対応する動画のURLも記述される。具体的には、level「１」の「SubRepresentat
ion」には、サムネイル画像２５１に対応する動画のURL「http://example.com/a_service
/my.mpd」が記述される。また、level「２」の「SubRepresentation」には、サムネイル
画像２５２に対応する動画のURL「http://example.com/b_service/my.mpd」が記述される
。
【０１９０】
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　また、level「３」の「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５３に対応する動
画のURL「http://example.com/c_service/my.mpd」が記述される。また、level「４」の
「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５４に対応する動画のURL「http://examp
le.com/d_service/my.mpd」が記述される。
【０１９１】
　（MPDファイルの第２の例）
　図２３は、図１８のファイル生成装置２１１により生成される、モザイク画像２５０の
画像ファイルに対応するMPDファイルの第２の例を示す図である。
【０１９２】
　なお、図２３のMPDファイルは、各levelの「SubRepresentation」に記述されるSRDのみ
が図２２のMPDと異なっている。
【０１９３】
　即ち、図２３のMPDファイルでは、level「３」の「SubRepresentation」には、サムネ
イル画像２５３のSRDである<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:20
14" value=“1,0,0,960,540,1920,1080"/>が記述される。
【０１９４】
　また、level「４」の「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５４のSRDである<
SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,960,0,960,54
0,1920,1080"/>が記述される。
【０１９５】
　さらに、level「１」の「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５１のSRDであ
る<SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,0,540,960
,540,1920,1080"/>が記述される。
【０１９６】
　また、level「２」の「SubRepresentation」には、サムネイル画像２５２のSRDである<
SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value=“1,960,540,960,
540,1920,1080"/>が記述される。
【０１９７】
　以上のように、図２３のMPDファイルでは、図２２のMPDファイルと同様に、Tile Regio
n Group Entryが示すモザイク画像２５０の水平方向および垂直方向のサイズと、SRDが示
す画面の水平方向および垂直方向のサイズが同一である。
【０１９８】
　しかしながら、各levelに対応するTile Region Group Entryが示すモザイク画像２５０
上の水平方向および垂直方向の座標と、そのlevelに対応するSRDが示す画面上の水平方向
および垂直方向の位置が異なっている。従って、図２３のMPDファイルが生成される場合
、SRDに基づいて復号されたサムネイル画像２５１乃至２５４が配置された画面は、モザ
イク画像２５０と異なる。
【０１９９】
　（サムネイル画像が配置された画面の例）
　図２４は、図２３のMPDファイルに記述されたSRDに基づいて復号されたサムネイル画像
２５１乃至２５４が配置された画面の例を示す図である。
【０２００】
　図２３のMPDファイルに記述されたサムネイル画像２５１のSRDは、サムネイル画像２５
１の左上の、1920画素×1080画素からなる画面２７０上の座標が(0,540)である。従って
、図２４に示すように、サムネイル画像２５１は、画面２７０の左下に配置される。
【０２０１】
　また、サムネイル画像２５２のSRDは、サムネイル画像２５２の左上の画面２７０上の
座標が(960,0)である。従って、図２４に示すように、サムネイル画像２５２は、画面２
７０の右下に配置される。
【０２０２】
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　さらに、サムネイル画像２５３のSRDは、サムネイル画像２５３の左上の、1920画素×1
080画素からなる画面２７０上の座標が(0,0)である。従って、図２４に示すように、サム
ネイル画像２５３は、画面２７０の左上に配置される。
【０２０３】
　また、サムネイル画像２５４のSRDは、サムネイル画像２５４の左上の画面２７０上の
座標が(960,0)である。従って、図２４に示すように、サムネイル画像２５４は、画面２
７０の右上に配置される。
【０２０４】
　以上のように、図２３のMPDファイルにより、表示時に、サムネイル画像２５１乃至２
５４の配置を、符号化対象のモザイク画像２５０における配置から、画面２７０における
配置に変更することができる。
【０２０５】
　（ファイル生成装置の処理の説明）
　図２５は、図１９のファイル生成装置２１１のファイル生成処理を説明するフローチャ
ートである。
【０２０６】
　図２５のステップＳ１９１において、符号化処理部２３１は、動画コンテンツの画像と
してのモザイク画像を複数の符号化速度で符号化し、符号化ストリームを生成する。符号
化処理部２３１は、各符号化速度の符号化ストリームを画像ファイル生成部２３２に供給
する。
【０２０７】
　ステップＳ１９２において、画像ファイル生成部２３２は、符号化処理部２３１から供
給される各符号化速度の符号化ストリームを、セグメントごとにファイル化し、画像ファ
イルを生成する。画像ファイル生成部２３２は、生成された画像ファイルをMPD生成部２
３３に供給する。
【０２０８】
　ステップＳ１９３において、MPD生成部２３３は、画像ファイルのURL等を含むMPDファ
イルを生成する。MPD生成部２３３は、生成されたMPDファイルと画像ファイルをサーバア
ップロード処理部２３４に供給する。
【０２０９】
　ステップＳ１９４において、サーバアップロード処理部２３４は、MPD生成部２３３か
ら供給される画像ファイルとMPDファイルを、Webサーバ１２にアップロードする。そして
、処理は終了する。
【０２１０】
　（動画再生端末の機能的構成例）
　図２６は、図１８の動画再生端末１４が制御用ソフトウエア２１、動画再生ソフトウエ
ア２２、およびアクセス用ソフトウエア２３を実行することにより実現されるストリーミ
ング再生部の構成例を示すブロック図である。
【０２１１】
　なお、図２６に示す構成のうち、図１０の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。
重複する説明については適宜省略する。
【０２１２】
　図２６のストリーミング再生部２９０は、MPD取得部１９１、MPD処理部２９２、画像フ
ァイル取得部２９３、デコーダ２９４、表示制御部２９５、受付部２９６、および動画取
得部２９７により構成される。
【０２１３】
　ストリーミング再生部２９０のMPD処理部２９２は、MPD取得部１９１から供給されるMP
Dファイルから再生対象のセグメントの画像ファイルのURL等の情報を抽出し、画像ファイ
ル取得部２９３に供給する。また、MPD処理部２９２は、MPDファイルを動画取得部２９７
に供給する。さらに、MPD処理部２９２は、MPDファイルから再生対象のセグメントのモザ
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イク画像の各分割画像のSRDを抽出し、表示制御部２９５に供給する。
【０２１４】
　画像ファイル取得部２９３は、MPD処理部２９２から供給されるURLで特定される画像フ
ァイルの符号化ストリームを、Webサーバ１２に要求し、取得する。画像ファイル取得部
２９３は、取得された符号化ストリームをデコーダ２９４に供給する。
【０２１５】
　デコーダ２９４は、画像ファイル取得部２９３から供給される符号化ストリームを復号
する。デコーダ２９４は、復号の結果得られるモザイク画像を表示制御部２９５に供給す
る。
【０２１６】
　表示制御部２９５(配置部)は、MPD処理部２９２から供給されるSRDに基づいて、デコー
ダ２９４から供給されるモザイク画像の各分割画像を画面上に配置する。また、表示制御
部２９５は、各分割画像に配置された画面にカーソル等を重畳して、図示せぬ表示装置に
供給し、表示させる。
【０２１７】
　また、表示制御部２９５は、受付部２９６から供給される画面の所定の領域の拡大指示
に応じて、モザイク画像が配置された画面のうちの、その領域に含まれるサムネイル画像
のみからなる部分モザイク画像のサイズを、画面サイズに拡大する。そして、表示制御部
２９５は、拡大された部分モザイク画像が配置された画面内の所定のサムネイル画像にカ
ーソル等を重畳し、図示せぬ表示装置に供給して、表示させる。
【０２１８】
　また、表示制御部２９５は、動画取得部２９７から供給される、表示中のサムネイル画
像の１つに対応する動画を、図示せぬ表示装置に供給し、表示させる。
【０２１９】
　受付部２９６は、ユーザ等からの指示を受け付け、その指示を動画取得部２９７または
表示制御部２９５に供給する。
【０２２０】
　動画取得部２９７は、受付部２９６から供給される所定の位置の指示に応じて、MPD処
理部２９２から供給されるMPDファイルから、その位置に対応する動画のURLを取得する。
動画取得部２９７は、取得されたURLに基づいて、Webサーバ１２等から動画を取得し、表
示制御部２９５に供給する。
【０２２１】
　（再生処理の概要）
　図２７は、図２６のストリーミング再生部２９０による再生処理の概要を説明する図で
ある。
【０２２２】
　図２７の左側に示すように、表示制御部２９５は、まず、画面に配置されたモザイク画
像３１０を構成する４×４個のサムネイル画像３１１のうちの、所定のサムネイル画像３
１１にカーソル３１２を重畳し、図示せぬ表示装置に表示させる。
【０２２３】
　このとき、ユーザは、カーソル３１２が重畳されたモザイク画像３１０の画面を見なが
ら、所望の領域の拡大指示を行う。図２７の例では、ユーザは、モザイク画像３１０が配
置された画面の右上の２×２個のサムネイル画像３１１の領域の拡大指示を行っている。
【０２２４】
　表示制御部２９５は、この拡大指示に応じて、モザイク画像３１０が配置された画面の
うちの右上の２×２個のサムネイル画像３１１のみからなる部分モザイク画像３１３のサ
イズを、画面サイズに拡大する。そして、図２７の中央に示すように、表示制御部２９５
は、拡大された部分モザイク画像３１３が配置された画面内の所定のサムネイル画像３１
１にカーソル３１４を重畳し、図示せぬ表示装置に表示させる。
【０２２５】
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　このとき、ユーザは、カーソル３１４を所望のサムネイル画像３１１に移動させ、ダブ
ルタップ等の操作を行うことにより、カーソル３１４の位置を指示する。図２７の例では
、ユーザは、右上のサムネイル画像３１１の位置を指示している。
【０２２６】
　動画取得部２９７は、その指示に応じて、MPDファイルから、指示された部分モザイク
画像３１３上の位置に対応するモザイク画像３１０の画面上の位置を示すSRDに対応する
動画のURLを、指示された位置に対応する動画のURLとして取得する。そして、動画取得部
２９７は、取得されたURLに基づいて、Webサーバ１２等から動画３１５を取得し、表示制
御部２９５に供給する。これにより、図２７の右側に示すように、表示制御部２９５は、
動画３１５を図示せぬ表示装置に表示させる。
【０２２７】
　（動画再生端末の処理の説明）
　図２８は、図２６のストリーミング再生部２９０の再生処理を説明するフローチャート
である。
【０２２８】
　図２８のステップＳ２１１において、ストリーミング再生部２９０のMPD取得部１９１
は、Webサーバ１２からMPDファイルを取得し、MPD処理部２９２に供給する。
【０２２９】
　ステップＳ２１２において、MPD処理部２９２は、MPD取得部１９１から供給されるMPD
ファイルか再生対象のセグメントの画像ファイルのURL等の情報を抽出し、画像ファイル
取得部２９３に供給する。また、MPD処理部２９２は、MPDファイルを動画取得部２９７に
供給する。さらに、MPD処理部２９２は、MPDファイルから再生対象のセグメントのモザイ
ク画像の各分割画像のSRDを抽出し、表示制御部２９５に供給する。
【０２３０】
　ステップＳ２１３において、画像ファイル取得部２９３は、MPD処理部２９２から供給
されるURLに基づいて、そのURLで特定される画像ファイルの符号化ストリームを、Webサ
ーバ１２に要求し、取得する。画像ファイル取得部２９３は、取得された符号化ストリー
ムをデコーダ２９４に供給する。
【０２３１】
　ステップＳ２１４において、デコーダ２９４は、画像ファイル取得部２９３から供給さ
れる符号化ストリームを復号する。デコーダ２９４は、復号の結果得られるモザイク画像
を表示制御部２９５に供給する。
【０２３２】
　ステップＳ２１５において、表示制御部２９５は、MPD処理部２９２からのSRDに基づい
て、デコーダ２９４からのモザイク画像の各分割画像を画面上に配置し、その画面にカー
ソル等を重畳して、図示せぬ表示装置に供給し、表示させる。
【０２３３】
　ステップＳ２１６において、受付部２９６は、ユーザからの画面の所定の領域の拡大指
示を受け付けたかどうかを判定する。ステップＳ２１６で画面の所定の領域の拡大指示を
受け付けていないと判定された場合、受付部２９６は、画面の所定の領域の拡大指示を受
け付けるまで待機する。
【０２３４】
　一方、ステップＳ２１６で画面の所定の領域の拡大指示を受け付けたと判定された場合
、受付部２９６は、その拡大指示を表示制御部２９５に供給する。そして、ステップＳ２
１７において、表示制御部２９５は、受付部２９６から供給される拡大指示に応じて、モ
ザイク画像が配置された画面のうちの、拡大指示された領域に含まれるサムネイル画像の
みからなる部分モザイク画像のサイズを、画面サイズに拡大する。
【０２３５】
　ステップＳ２１８において、表示制御部２９５は、拡大された部分モザイク画像が配置
された画面内の所定のサムネイル画像にカーソル等を重畳し、図示せぬ表示装置に供給し
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て、表示させる。このとき、ユーザは、カーソルを所望のサムネイル画像に移動させ、ダ
ブルタップ等の操作を行うことにより、画面上のカーソルの位置を指示する。
【０２３６】
　ステップＳ２１９において、受付部２９６は、ユーザからの画面上の位置の指示を受け
付けたかどうかを判定する。ステップＳ２１９で画面上の位置の指示を受け付けていない
と判定された場合、受付部２９６は、画面上の位置の指示を受け付けるまで待機する。
【０２３７】
　一方、ステップＳ２１９で画面上の位置の指示を受け付けたと判定された場合、受付部
２９６は、その指示を動画取得部２９７に供給する。そして、ステップＳ２２０において
、動画取得部２９７は、受付部２９６から供給される指示に応じて、MPD処理部２９２か
ら供給されるMPDファイルから、指示された位置に対応する動画のURLを取得する。
【０２３８】
　ステップＳ２２１において、動画取得部２９７は、取得されたURLに基づいて、Webサー
バ１２等から動画を取得し、表示制御部２９５に供給する。
【０２３９】
　ステップＳ２２２において、表示制御部２９５は、動画取得部２９７から供給される動
画を、図示せぬ表示装置に供給し、表示させる。そして、処理は終了する。
【０２４０】
　なお、第３実施の形態では、モザイク画像の表示後に部分モザイク画像が表示され、ユ
ーザにより部分モザイク画像上の位置が指示されるようにしたが、部分モザイク画像は表
示されず、モザイク画像上の位置が直接ユーザにより指示されるようにしてもよい。
【０２４１】
　＜第４実施の形態＞
　（本開示を適用したコンピュータの説明）
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コン
ピュータには、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラ
ムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソ
ナルコンピュータなどが含まれる。
【０２４２】
　図２９は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエ
アの構成例を示すブロック図である。
【０２４３】
　コンピュータ９００において、CPU（Central Processing Unit）９０１，ROM（Read On
ly Memory）９０２，RAM（Random Access Memory）９０３は、バス９０４により相互に接
続されている。
【０２４４】
　バス９０４には、さらに、入出力インタフェース９０５が接続されている。入出力イン
タフェース９０５には、入力部９０６、出力部９０７、記憶部９０８、通信部９０９、及
びドライブ９１０が接続されている。
【０２４５】
　入力部９０６は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部９０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部９０８は、ハードディスクや不揮発性の
メモリなどよりなる。通信部９０９は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドラ
イブ９１０は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリ
ムーバブルメディア９１１を駆動する。
【０２４６】
　以上のように構成されるコンピュータ９００では、CPU９０１が、例えば、記憶部９０
８に記憶されているプログラムを、入出力インタフェース９０５及びバス９０４を介して
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、RAM９０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０２４７】
　コンピュータ９００（CPU９０１）が実行するプログラムは、例えば、パッケージメデ
ィア等としてのリムーバブルメディア９１１に記録して提供することができる。また、プ
ログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった
、有線または無線の伝送媒体を介して提供することができる。
【０２４８】
　コンピュータ９００では、プログラムは、リムーバブルメディア９１１をドライブ９１
０に装着することにより、入出力インタフェース９０５を介して、記憶部９０８にインス
トールすることができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通
信部９０９で受信し、記憶部９０８にインストールすることができる。その他、プログラ
ムは、ROM９０２や記憶部９０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０２４９】
　なお、コンピュータ９００が実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って
時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行わ
れたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０２５０】
　また、本明細書において、システムとは、複数の構成要素（装置、モジュール（部品）
等）の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがっ
て、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、１
つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている１つの装置は、いずれも、システムで
ある。
【０２５１】
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、他
の効果があってもよい。
【０２５２】
　また、本開示の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０２５３】
　なお、本開示は、以下のような構成もとることができる。
【０２５４】
　（１）
　符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像の画面上の位置として、前記
画面の外側にはみ出る位置を設定する設定部
　を備える情報処理装置。
　（２）
　前記複数の分割画像は、全天球画像またはパノラマ画像の一部を構成する対向する端部
の画像である
　ように構成された
　前記（１）に記載の情報処理装置。
　（３）
　前記設定部は、前記符号化ストリームのファイルを管理する管理ファイルに前記画像の
前記画面上の位置を設定する
　ように構成された
　前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
　（４）
　情報処理装置が、
　符号化ストリームに対応する、複数の分割画像からなる画像の画面上の位置として、前
記画面の外側にはみ出る位置を設定する設定ステップ
　を含む情報処理方法。



(28) JP 6807032 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

　（５）
　符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像の画面上の位置として設定さ
れた前記画面の外側にはみ出る位置に基づいて、前記符号化ストリームを復号することに
より得られた前記画像を前記画面上に配置する配置部
　を備える情報処理装置。
　（６）
　前記複数の分割画像は、全天球画像またはパノラマ画像の一部を構成する対向する端部
の画像である
　ように構成された
　前記（５）に記載の情報処理装置。
　（７）
　前記画像の前記画面上の位置は、前記符号化ストリームのファイルを管理する管理ファ
イルに設定される
　ように構成された
　前記（５）または（６）に記載の情報処理装置。
　（８）
　情報処理装置が、
　符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像の画面上の位置として設定さ
れた前記画面の外側にはみ出る位置に基づいて、前記符号化ストリームを復号することに
より得られた前記画像を前記画面上に配置する配置ステップ
　を含む情報処理方法。
　（９）
　符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像の各分割画像の画面上の位置
を、その分割画像の前記画像上の位置と対応付けて設定する設定部
　を備える情報処理装置。
　（１０）
　前記画像は、全天球画像またはパノラマ画像の一部、もしくは、モザイク画像である
　ように構成された
　前記（９）に記載の情報処理装置。
　（１１）
　前記符号化ストリームは、各分割画像を異なるタイルとして符号化した符号化ストリー
ムである
　ように構成された
　前記（９）または（１０）に記載の情報処理装置。
　（１２）
　前記設定部は、前記符号化ストリームのファイルを管理する管理ファイルに前記画像の
前記画面上の位置を設定する
　ように構成された
　前記（９）乃至（１１）のいずれかに記載の情報処理装置。
　（１３）
　情報処理装置が、
　符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像の各分割画像の画面上の位置
を、その分割画像の前記画像上の位置と対応付けて設定する設定ステップ
　を含む情報処理方法。
　（１４）
　符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像上の位置と対応付けて設定さ
れた、前記画像の各分割画像の画面上の位置に基づいて、前記符号化ストリームを復号す
ることにより得られた前記画像の各分割画像を前記画面上に配置する配置部
　を備える情報処理装置。
　（１５）
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　前記画像は、全天球画像またはパノラマ画像の一部、もしくは、モザイク画像である
　ように構成された
　前記（１４）に記載の情報処理装置。
　（１６）
　前記符号化ストリームは、各分割画像を異なるタイルとして符号化した符号化ストリー
ムである
　ように構成された
　前記（１４）または（１５）に記載の情報処理装置。
　（１７）
　前記画像の前記画面上の位置は、前記符号化ストリームのファイルを管理する管理ファ
イルに設定される
　ように構成された
　前記（１４）乃至（１６）のいずれかに記載の情報処理装置。
　（１８）
　情報処理装置が、
　符号化ストリームに対応する複数の分割画像からなる画像上の位置と対応付けて設定さ
れた、前記画像の各分割画像の画面上の位置に基づいて、前記符号化ストリームを復号す
ることにより得られた前記画像の各分割画像を前記画面上に配置する配置ステップ
　を含む情報処理方法。
【符号の説明】
【０２５５】
　１１　ファイル生成装置,　１４　動画再生端末,　１７０　全天球画像,　１７３－１
　左端部画像,１７３－２　右端部画像,　１８０　画面,　１９５　配置部，　２１１　
ファイル生成装置,　２５０　モザイク画像,　２５１乃至２５４　サムネイル画像

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(36) JP 6807032 B2 2021.1.6

【図２７】 【図２８】

【図２９】
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